
労働保険とは？
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そ の 費用の １ ０ ０ ％ ～ ４ ０ ％ を 事 業主が支払わ なけ れば

な り ませ ん 。

つぎは、気になる「労災保険」 ・ 「雇用保険」の保険料についてです。

き ま す 。 ）

も含む ）総ての方です。 れる助成金や その他奨励金があ り ま す 。

「 特 別 加 入 者 」 と し て 事 業 主 と そ の 専 従 の

家族の方も 労災保険 に加入す る こ とが 出来

つぎに 、 「 労災 保険 」 ・ 「 雇 用保 険 」 の給 付は次の と お り で す 。

賃金の総額の11.0 ／１０００ 事 業 主 負 担

従 業 員 負 担

「 特別加入者 」 の料 率も 同 じ

（料飲業界の場合）

Ⅱ 給 付 の 内 容 は … 治 療 費 の 全 額

介護の（補償）給付

場合 、 遺族 に対 して 年金又は 、一 時金

障 害 （ 補 償 ） 年 金 を 受

労働保険料＝労災保険料＋雇用保険料

こ と に よ る メ リ ッ ト で す 。

休業の（補償）給付

障害の（補償）給付

（料飲業界の場合）

全額事業主負担 （損金算入 ）

療養の（補償）給付

賃金の総額の ４／１０ ００

事業主さんには、就職困難者 （年齢の高い

方や障害者・母子家庭の母等 ）を職安の紹

介で雇った場合に給料の一部を給付して く

け て い る 方 に 介 護 を 要 し た 場 合 の 給 付

場合、障害の程度によって年金又は、一時金

不 幸 に し て 死 亡 さ れ た

労災の ケ ガ が も と で 仕

事 を 休 ん だ 日の ４ 日 目か ら 平 均賃金の ８割

一 定 の 障 害 が 残 っ た

ま す 。 こ れ は 、 事 業 協会 に 事 務委 託 を す る

遺族の（補償）給付

労働保険 とは 、 ｢ 労災保険 ｣ と ｢ 雇用 保険 ｣ の ２ つ を あ わせ た も

のをいいます 。国が管掌する保険で従業員 （パー ト ・ アルバイ ト も

“ 仕事中のケガ等 ” と “ 通勤途中のケガ ”に対して

雇 わ れ て い る 労 働 者 （ パ ー ト ・ ア ル バ イ ト

含む。を１人でも雇った場合は必ず加入しなければなりません。

す 。 最 高 ２ 年 間 遡 っ て 保 険料 を徴収 さ れ る の み な ら ず 、

Ⅰ対象の労働者は…

（注） 未加入のままの状態で、労働者が仕事中にけがをしたとしま

の補償です。

間の生活の保証をするものです。（被保険者

の期間や年齢によって給付の期間は違って

に 対 し て の 奨 励 金 や 助 成 金 制 度 な ど も あ り 、 「 雇 用 保 険 」 と い う

１週間の所定労働時間（契約した労働時

間）が２０時間以上

６ヵ月以上雇う見込みのあること

Ⅱ 給 付 の 内 容 は … 労働者が離職をし 、次の仕事につくまでの

当する時は、被保険者となります。

よ う に な り ま し た 。

Ⅰ対象の労働者は… 正 社 員 の 方

パート労働者も次の２つの要件すべてに該

以前は 、 「 失業保険 」 と いっ ていましたが 、今では

従業員が失業し た時の保証のみな らず 、事業主 さん



２０万円

１日３時間・週５日＠８００（労災のみ適用） 月/ ５万円

１０，０００円

１０，０００円

×

× × ４／１０００ ÷ １２カ月

（２人分） ＝

× ＝

＝

＝

１カ月事業主負担 ＋ ＋ ＝ 京都府料理飲食業
＝ 福祉厚生事業協会 では、つぎのようなことを行っています。

☆他に、アスベスト「一般拠出金」として労災保険料の算定基礎賃金額に

０．０５/1000を掛けた拠出金が必要です。

とお考えの事業主さん！ ①

②

③

は加入されている 組合

‐ 3 ‐

て い ま す 。

手続きも すべてお忙し い事業主 さんに代わっ て手続き をさ せて頂い

ご 心 配 は ご 無 用 ！

そんな事業主さんのために料飲事業協会協会はあるのです。

当事業協会は、労働保険の加入手続きは勿論、その後の煩わしい

組 合 員 加 入 の

労働保険の メ ン テナ スを

事 業 主 さ ん へ

又は、事業協会まで

お問い合わせ

Fax

☎

代 行 い た し ま す

京都府料理飲食業福祉厚生事業協会

０ ７ ５ （ ２ ５ ２ ） ０ ２ ８ ７

０ ７ ５ （ ２ ５ ２ ） ０ ２ ８ ８うち

（特別加入者）

１，０００円 (事業主負担)

２，４３３円（事業主負担）

４/ １０００＝

８００円

従業員負担

このお店の１ カ月の労働保険料は？
従 業 員 分

200,000

例 えば

365日

１，０００ ２，４３３

従 業 員 １ 人

パ ー ト １ 人

事 業 主 （特別加入者）

給 料 総 月 額

給 付 基 礎 日 額

給 付 基 礎 日 額

（正社員）

女 将 さ ん

20,000

雇用保険料 従 業 員 分

250,000労災保険料

特別加入者

詳しくはご説明にお伺いいたします

従業員負担

（正社員）

１１．０／１０００

８００円

２，２００円

１，４００円

１，４００ ４，８３３円

事業主負担

料飲事業協会 は 、 あ な たのお店 の力強 い味 方 で す ！

●どんなこと？

事業主及び家族専従者も労災保険に加入することができます

面倒な事務手続きをのがれ、事業に専念する事ができます

労働保険料を年３回に分納することができます

労働保険（労災保険・雇用保険）の事務手続きを代行しています

●委託のメリットは？
「今までの話は、わかったが手続きやその後の事務が大変では？」


